
平成１６年４月２７日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官　磯野正義
平成１２年（ワ）第４７２号　賃料減額確認請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年９月１９日
                            判　　　　　　　決
当事者の表示　（省略）
                            主　　　　　　　文
  １　原告と被告との間の別紙物件目録記載第２の建物の賃貸借契約にかかる賃料
は，平成１１年８月１日以降月額２８９０万８０００円（消費税別）であることを
確認する。
  ２　原告のその余の請求を棄却する。
  ３　訴訟費用はこれを４分し，その３を原告の，その余を被告の負担とする。
                            事実及び理由
第１　請求
  　原告と被告との間の別紙物件目録記載第２の建物の賃貸借契約にかかる賃料
は，平成１１年８月１日以降月額１７０７万１０５０円（消費税別）であることを
確認する。
第２　事案の概要
  １　本件は，被告から，別紙物件目録記載第２の建物のうち，１万５５３７．３
３平方メートル（壁芯計算による）を賃借している原告が，現行の賃料が不相当に
高額になっていると主張して，借地借家法３２条に基づき，賃料減額を請求する旨
の意思表示をし，減額請求後の賃料の確認を求めている事案である。
  ２　争いのない事実等（末尾に証拠等を掲げた事実以外は当事者間に争いがな
い。）
    ・　原告は，主として食料品及び衣料品，日用雑貨品等の販売等を行ういわゆ
るショッピングセンター等を経営している会社であり，被告は，別紙物件目録記載
第２の建物を所有する会社である（弁論の全趣旨）。
    ・　被告は，原告に対し，昭和６２年１１月２１日，別紙物件目録記載第１の
建物（以下「本件建物」という。）のうち，１万５０１０．００平方メートル（壁
芯計算による）を以下の約定で賃貸し（以下，「本件賃貸借契約」という。），引
き渡した。
          期間　昭和６２年１１月２１日から昭和８２年（平成１９年）１１月２
０日
          使用目的　ショッピングセンターとして，店舗，事務所及びこれに付帯
する施設として使用
          賃料　１月当たり２９３５万１０００円
    ・　被告は，原告に対し，本件賃貸借契約の賃料に関し，賃料増額請求訴訟
（当庁平成３年（ワ）第２１号事件）を提起し，平成４年６月１０日，要旨下記ア
及びイのとおり，訴訟上の和解が成立した。
      ア　被告と原告は，相互に本件賃貸借契約の賃料が平成２年１１月２１日以
降平成７年６月３０日まで，１か月３２２８万６１００円（消費税別・９６万８５
８３円）であることを確認する。
      イ　アの賃料は，公租公課の増額，経済情勢の変動，近隣賃料との比較を勘
案し，原・被告協議の上，平成７年７月１日以降将来に向かって改定できるものと
し，以後３年毎に賃料額の改定を行うものとする。
    ・　被告は，平成８年７月，本件建物の所在する被告所有の土地の隣に，株式
会社Ａの経営するショッピングセンターＢを本件建物における原告の店舗面積の約
２倍の規模の店舗面積で誘致することを決定した。
    ・　原告は，被告との間で，平成１０年９月１４日，本件建物を増築した別紙
物件目録記載第２の建物（以下「本件増築後建物」という。）のうち，床面積を１
万７１１２．４５平方メートル（既存部分は１万６９１４．０８平方メートル，増
築部分は１９８．３７平方メートル），ただし，賃料算定面積を１万５５３７．３
３平方メートル（壁芯計算による。既存賃借部分は１万５０１０．００平方メート
ル，増築部分を含めた追加賃借部分は５２７．３３平方メートル）とし，賃料を１
か月３３２１万４１００円（消費税別・１６６万０７０５円）に変更する旨合意し
た（以下「本件賃貸借変更契約」という。甲４）。
    ・　Ｂは，平成１０年１０月に開店した。
    ・　原告は，被告に対し，平成１１年７月５日，本件増築後建物の賃料を，同
年８月１日以降，現行賃料の５０パーセントに当たる１か月１６６０万７０５０円



（消費税別）に減額する旨の意思表示をした。
    ・　原告は，平成１１年１２月２４日，甲府簡易裁判所に対し，被告を相手方
として，賃料減額請求調停を申し立てた（同裁判所平成１１年（ユ）第４７号事
件）が，平成１２年７月１３日，不成立により終了した。
  ３　争点
    ・　平成１０年９月１４日の本件賃貸借変更契約において，原告と被告の間で
既存賃借部分の賃料改定に関する合意がなされたか。
    （原告の主張）
      　原告と被告は，本件賃貸借変更契約において，追加賃借部分の賃料を１か
月９２万８０００円とする（既存建物のうちの追加部分３２８．９６平方メートル
については，既存賃借部分に関する賃料算出基準に従い，１平方メートル当たり２
１５２円，増築部分１９８．３７平方メートルについては，１平方メートル当たり
１１０９円を基に，１０００円未満を切り上げて算出。）旨合意したが，既存賃借
部分についての賃料改定合意はしなかった。
      　上記金額を，既存賃借部分についての平成４年６月１０日成立の訴訟上の
和解による賃料額（１か月３２２８万６１００円・消費税別）に加えると，本件賃
貸借変更契約における１か月当たりの賃料額３３２１万４１００円（消費税別・１
６６万０７０５円）となるのはそのためである。
    （被告の主張）
      　既存賃借部分の賃料についても協議を行い，平成４年６月の合意のとおり
とする旨改めて合意した。
    ・　平成１１年８月１日の時点における本件賃貸借変更契約の対象物件の適正
な継続月額賃料はいくらか。
    （原告の主張）
      ア　賃料額不相当の評価根拠事実
        ・　いわゆるバブル崩壊を契機とした土地価格の大幅下落，近年の建築不
況を反映しての建物再調達価格の大幅下落及び投資利回りの下落といった経済事情
に照らし，果実である家賃についても大きく減額すべきである。
        ・　山梨県内の賃貸物件，特に貸店舗，事務所の家賃水準は大幅に下落し
ている。
        ・　財務省関東財務局甲府財務事務所による県内の「大型小売店舗（スー
パー）売上高調」によると，郊外型小売店舗の立地激化の結果，売場面積及び年間
売上高は増加しているが，売場面積の急減な増加を反映し，売場面積当たりの売上
高は平成４年度を１００とした場合，平成１０年度は６２．３と，約３８パーセン
ト落ち込んでいる。原告の店舗も同様に採算性が非常に低くなっている。
        ・　被告は，原告との本件賃貸借契約に先立ち，原告に対し，本件建物の
隣地一帯にレクリエーション施設等を開発することにより，総合的な集客力を発揮
させる旨の計画を示していたにもかかわらず，平成８年７月，原告に対する事前連
絡や協議なしに，本件建物の隣地に原告の店舗面積の約２倍の店舗面積を有する大
型小売店舗であるＢを誘致した。その結果，原告の本件建物における売場面積当た
りの売上高及び粗利益高は大幅に落ち込んだ。これは原告との間の本件賃貸借契約
上の信義則に違反し，商業道徳上の信義にも反する行為である。
      イ　以上のとおり，既存賃借部分（１万５０１０．００平方メートル）につ
いては現行賃料が不相当になっているから，既存賃借部分の現行賃料を５０パーセ
ント減額して，１か月１６１４万３０５０円とするのが相当である。これに，追加
賃借部分の賃料（１か月９２万８０００円）を合計すると，１か月１７０７万１０
５０円（消費税別）となる。
      （被告の主張）
        　原告の本件建物の店舗では，Ｂが出店したことにより，相乗効果がもた
らされ，集客力が大幅に向上しているし，原告の提出した甲７（「ＲＣ店増床前後
の売上高・荒利益高」）によっても，売上高が伸びていることは明らかである。
        　また，原告の店舗における売上の増減や小売店舗相互間の競争激化とい
った事情は，原告の経営そのものの問題であり，単純に賃料の減額に結びつくもの
ではない。
        　なお，本件賃貸借契約締結の当時，被告が，本件建物の隣地一帯にレク
リエーション施設等を開発する計画を有していたことは事実であるが，上記契約に
当たり，原告との間で，隣地の使用形態についての条件を定めていないし，その後
の経済情勢の変化により，開発計画が変更となったに過ぎない。さらに，被告は，



Ｂの出店についてユニーに対する守秘義務を負っていたのであって，原告に対し，
商業道徳上，Ｂの出店について事前に告知すべきであったとは言えない。
第３　争点に対する判断
  １　本件賃貸借変更契約において，原告と被告の間で既存賃借部分の賃料改定に
関する合意がなされたか（争点・）。
    ・　賃料改定についての交渉経過
      　証拠（甲４，５の１・２，７，１２の１・２，１３，１４の１・２，１
５，１９，２５，乙９，証人Ｃ，証人Ｄ。ただし，乙９と証人Ｄについては，以下
の認定に反する部分を除く。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められ
る。
      ア　本件建物における原告の店舗は，平成１０年ころまで原告の主力店であ
った。
      イ　原告の交渉担当者であったＣ（原告の取締役）は，被告の交渉担当者で
あったＤ（被告の取締役，不動産事業本部本部長）に対して電話をし，平成７年５
月３１日，本件建物の賃料改定についての話合いを行いたい旨申し入れた。
      ウ　Ｃ，原告マネージャーのＥ及びＦは，平成７年８月１８日，Ｄと面会
し，同人に対し，本件建物の賃料の減額について配慮をしてもらいたい旨の文書
（甲１４の１）を交付し，平成４年６月の和解前の金額に戻してもらいたい旨申し
入れた。
      エ　Ｄは，同年９月２２日，Ｃ及びＦと面会し，賃料の増減額についての被
告側の検討結果を伝え，双方ともさらに検討することとなった。
      オ　原告は，被告に対し，同年１０月２７日，「賃料改定（減額）について
のお願い・」と題する文書（甲１４の２）を送付した。
      カ　Ｃ及びＦは，平成８年２月２７日にも，Ｄと面会し，賃料の減額を申し
入れた。
      キ　Ｄは，上記ウないしカの原告側との交渉の際，Ｃらに対し，被告側とし
ては固定資産の増額などから賃料の増額を希望したいところであるが，賃料据え置
きとしたい旨伝えていた。
      ク　原告は，平成８年７月ころ，本件建物の所在する被告所有の土地の隣
に，平成１０年１０月にユニーの経営するＢが開店することを知った。
        　原告は，Ｂの出店を差し止めるため，法的手段をとって阻止することな
ども検討しつつ，被告との間で，出店の白紙撤回を含めた話合いを行ってきたが，
平成９年３月ころ，Ｂとの競合に備え，本件建物における店舗面積の増床を行う方
針を決め，被告と交渉を行い，本件建物の増築を行った上で借り増しをすることと
なった。
      ケ　原告は，Ｂの開店に先立って，平成１０年９月に再開店するため，同年
７月２８日に閉店し，同年８月中に工事を行った。
      コ　原告と被告は，本件賃貸借変更契約に当たり，追加賃借部分の賃料につ
き，既存建物のうちの追加部分（３２８．９６平方メートル）については，既存賃
借部分に関する賃料算出基準に従い，１平方メートル当たり２１５２円，増築部分
については，１平方メートル当たり１１０９円を基に，１０００円未満を切り上げ
て算出し，合計１か月９２万８０００円とする旨合意した。
      サ　原告と被告は，平成１０年９月１４日付けで本件賃貸借変更契約を取り
交わしたが，同日の前後に押印した書面を互いに送付しあって作成したものであ
る。
      シ　原告は，同月１８日，本件増築後建物における店舗での営業を開始し
た。
      ス　本件賃貸借変更契約書（甲４）において，本件増築後建物の賃料に関
し，本件賃貸借契約における賃料が１か月当たり３２２８万６１００円（消費税・
地方消費税別・１６１万４３０５円）であったものを，１か月当たり３３２１万４
１００円（消費税・地方消費税別・１６６万０７０５円）と変更し，賃料の変更は
平成１０年９月１８日から実施する旨の記載がある。
        　なお，上記契約書は，被告において賃貸借変更契約書として，契約金額
や賃貸面積を変更する際に使用している定型の書式を使用したものである。
      セ　Ｃは，平成１１年５月１７日，Ｄを訪ね，同日付け「賃料改定（値下
げ）のお願い」と題する書面（甲５の１）を交付し，具体的な金額は示さずに，本
件増築後建物の賃料の大幅な減額について被告側で検討を行ってもらいたい旨申し
入れた。



      ソ　Ｃは，同年７月５日，Ｄを訪ね，同日付け「賃料改定（値下げ）のお願
い」と題する書面（甲５の２）を交付し，賃料を現行の５０パーセントに減額して
もらいたい旨申し入れ，書面での回答を求めた。
      タ　Ｃは，同月３０日，Ｄを訪ね，賃料改定についての検討結果を尋ねたと
ころ，同人から現行賃料の半額という減額には応じられないとの回答を得た。その
後，平成１１年８月７日，被告から被告代表者名義で，原告に対し，「貴社のご提
示している賃料は，到底応ずることが出来ぬものでありますので，ご了承賜り度く
お願い申し上げます。」との同月５日付け回答書（甲１５）が送付された。
    ・　上記認定事実をもとに，検討する。
      　本件賃貸借変更契約書（甲４）において，本件増築後建物の既存賃借部分
の賃料額と追加賃借部分の賃料額は区別して記載されず，変更後の賃料額のみが記
載されているところ，証拠（証人Ｃ，Ｄ）によっても，平成８年７月以降の本件賃
貸借変更契約締結に至る交渉経過において，既存部分の賃料の増減額の問題を正面
から取り上げて話合いを行った形跡は認められず，また，原告は，平成８年７月こ
ろ，Ｂの開店を知り，それ以降，原告の主力店といえる本件建物における営業を維
持するため，対抗措置として増床を行うことや，その前提として，増床工事のため
閉店し，再開店に備えることに全社をあげて取り組んでいたことが認められ，被告
としても，原告のそのような状況にかんがみて，既存部分の賃料の増減額の問題は
棚上げとしていた結果
，本件賃貸借変更契約を締結するに当たっても，既存部分の賃料について触れるこ
とはせず，被告が賃貸借変更契約に用いている定型書式をそのまま使用し，変更契
約書（甲４）上，既存賃借部分と追加賃借部分についての賃料額について区別して
記載しなかったものと認められる。
      　さらに，仮に，被告が，本件賃貸借変更契約において，既存賃借部分に関
する賃料額を確認したとの認識を有していたならば，賃料減額を拒否した平成１１
年８月５日付け回答書（甲１５）において，平成１０年９月の本件賃貸借変更契約
の際，既存賃借部分に関する賃料額について改めて合意したので，それから１年も
たたないうちに賃料改定を行う合理的理由がない旨回答するはずであるところ，単
に，原告の主張する減額には応じられない旨記載したのみであることにかんがみる
と，被告の認識としても，原告との間で，本件賃貸借変更契約により既存賃借部分
に関する賃料額を確認する意思であったとは認め難い。
    ・　以上によれば，平成１０年９月１４日の時点で，原・被告間において，既
存賃借部分についての賃料改定に関する合意が行われたと認めることはできず，既
存賃借部分について現行賃料の合意がされた時点は，平成４年６月１０日であると
認められる。
  ２　本件増築後建物の適正な月額賃料について（争点・）。
    ・　本件増築後建物について，原告が賃料の減額請求をしている平成１１年８
月１日の時点（以下「価格時点」という。）における適正賃料額を算定するに当た
っては，不動産鑑定評価基準により承認されている差額配分法，利回り法，スライ
ド法及び賃貸事例比較法の各手法を用いて試算賃料を算定し，本件賃貸借変更契約
における具体的事実関係に即してこれらの各手法に基づく試算賃料を総合的に判断
し，合理的な額を算定するのが相当である。
      　また，上記１のとおり，本件増築後建物の既存賃借部分についての賃料の
前回合意時点は，平成４年６月１０日となるから，以下においては，同日を前回合
意時点として価格時点の適正賃料額を判断する。
      　本件においては，原告の依頼に基づく株式会社Ｇ不動産鑑定士事務所（不
動産鑑定士Ｇが代表者を務めている。）作成の鑑定評価書（甲２０。以下，同鑑定
評価書による鑑定評価を「Ｇ鑑定」という。），不動産鑑定士である鑑定人Ｈによ
る鑑定（以下「Ｈ鑑定」という。）が実施されている。
      ア　Ｈ鑑定の概要
        　Ｈ鑑定人は，平成４年６月１０日時点の賃料を従前賃料とした本件賃貸
借契約における既存賃借部分（１万５０１０．００平方メートル）に関する価格時
点の適正賃料額を評価した。
        ・　まず，対象となる土地の価格について，取引事例比較法により近隣地
域及び同一需給圏内の類似地域における６事例を選択し，その取引価格について必
要に応じて事情補正・時点修正を行い，事例地の個別的要因の標準化補正を行った
上，地域要因の比較を行って，標準画地の比準価格を１０万９０００円／平方メー
トルと査定した。そして，標準価格（公示価格）との比準の結果，Ｉ（県）５－１



より１０万１０００円／平方メートル，Ｊ（県）５－１より１０万１０００円／平
方メートルと査定した。以上の結果を総合し，価格時点における１平方メートル当
たりの標準画地の更地価格を１０万９０００円と査定し，対象地の個別的要因の格
差率を７０パーセント，敷地面積を公簿に基づき１万２７７０．２６平方メートル
として，価格時点にお
ける対象地の更地価格を９億７４４０万００００円と査定した。
          　他方，対象となる建物の価格については，再調達原価を１平方メート
ル当たり１３万５０００円と査定し，延床面積については公簿面積等を基に１万６
９４３．０２平方メートルと算定してこれを乗じ，総額２２億８７３０万７７００
円と査定した。そして，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用し
て，建物主体部分と設備部分についてそれぞれ減価修正を行い，減価修正後の価格
時点における価格を１３億８５８０万００００円と査定した。
          　さらに，対象不動産の一部が第三者に対して賃貸されていることか
ら，総面積（１万６９１４．０８平方メートル）中の原告の既存賃借面積（１万５
０１０．００平方メートル）の割合を０．８８７４と求めて，価格時点における基
礎価格を２０億９４４０万００００円と査定した。
        ・　差額配分法による賃料について
          　対象不動産の総合期待回りを，土地の期待利回り（５パーセント）と
建物の期待利回り（８パーセント）を土地と建物の価格で加重平均して６．８パー
セントと算出した。そして，対象不動産周辺の用途を共同住宅とする収益用不動産
３例の取引事例の取引利回りについての平均値が１０．５パーセントであることか
ら，総合期待利回りを６．８パーセントとすることに合理性があるとした。
          　さらに，対象不動産全体の必要諸経費等については，年１億５７９８
万７１０７円と査定し，本件賃貸借契約における賃借部分（１万５０１０．００平
方メートル）に関する必要諸経費は，賃借割合０．８８７４に応じて，１億４０１
９万７７５９円と査定した。
          　そして，基礎価格に総合期待利回りを乗じた額に，必要諸経費等を加
算して，積算賃料を年２億８２６０万００００円と査定し，これを正常実質賃料と
した。
          　他方，実際支払賃料（年３億８７４３万３２００円）と，敷金（１億
７６１０万６０００円）の運用益（敷金額に３パーセントを乗じたもの）を合算し
て，３億９２７１万３２００円と求めた。
          　以上を前提に，正常実質賃料と実際支払賃料との差額賃料（年額でマ
イナス１億１０１１万３２００円）について２分の１法を適用して配分し，これを
実際実質賃料に加算して，年３億３７７０万００００円（月額２８１４万００００
円）と査定した。
        ・　利回り法による賃料について
          　上記・のとおり，価格時点における対象地の更地価格を９億７４４０
万００００円と査定したが，平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前提と
して，同地の基礎価格を査定する際に比準に用いたＩ（県）５－１の標準価格の価
格の変動率（０．７５３（平成１１年８月時点の１１万３０００円と，平成４年６
月時点の１５万円から算出。））を求め，価格時点における更地価格を０．７５３
で除して，平成４年６月時点の対象地の基礎価格を１２億９４００万００００円と
査定した。
          　他方，建物については，平成４年６月時点の再調達原価を１平方メー
トル当たり１６万５０００円と査定し，延床面積については上記・と同様，１万６
９４３．０２平方メートルと算定してこれを乗じ，総額２７億９５５９万８３００
円と査定した。そして，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用し
て，建物主体部分と設備部分についてそれぞれ減価修正を行い，減価修正後の価格
を２３億３４１０万００００円と査定した。
            上記の土地価格と建物価格の合計は３６億２８１０万００００円であ
るところ，対象不動産の一部が第三者に対して賃貸されていることから，上記・で
求めた総面積中の原告の既存賃借面積の割合（０．８８７４）を上記合計価格に乗
じて，平成４年６月時点の基礎価格を３２億１９６０万００００円と査定した。
          　以上を前提として，平成４年６月時点の必要諸経費等を１億７３５８
万１７８２円と求め，これを上記・で求めた実際実質賃料に敷金運用益を合算した
額３億９２７１万３２００円から減じて，同月当時の純賃料を２億１９１０万００
００円と査定した。



          　これによると，平成４年６月時点の基礎価格に対する純賃料の割合，
すなわち利回りは６．８パーセントとなるが，その後，価格時点までに約７年が経
過し，その間に基礎価格が大幅に下落していること，賃料については保守性・遅行
性という特徴があることを総合考慮し，価格時点における継続賃料利回りを９パー
セントと査定した。
          　そして，価格時点における基礎価格（・のとおり，２０億９４４０万
００００円）に上記継続賃料利回りを乗じ，これに価格時点における必要諸経費等
（・のとおり，１億４０１９万７７５９円）を加算して，利回り法による賃料を年
３億２８７０万００００円（月額２７３９万００００円）と査定した。
        ・　スライド法による賃料について
          　平成４年６月当時の純賃料（上記・のとおり，年２億１９１０万００
００円）に，消費者物価指数，国内卸売物価指数，賃金指数，地価変動率（上記・
のとおり，平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前提として，同地の基礎
価格を査定する際に比準に用いたＩ（県）５－１の標準価格の変動率），建設工事
費デフレーター，ＧＤＰ，企業向けサービス価格指数を基に，建設工事費デフレー
ターを３，地価変動率を２，企業向けサービス価格指数及び国内卸売物価指数を
１．５，賃金指数及びＧＤＰを１，消費者物価指数を０として算出した変動率（マ
イナス５パーセント）を乗じたものに，価格時点における必要諸経費等を１億４０
１９万７７５９円を加算して，年３億４８３０万００００円（月額２９００万００
００円）と査定した。
        ・　賃料の決定
          　対象不動産の実質賃料について，スライド法による賃料を重視し，そ
の他の方法による賃料を比較考量して，月額２８５０万００００円と査定し，ここ
から敷金運用益（月額４４万００００円）を控除して，月額２８１０万００００円
と決定した。
      イ　Ｇ鑑定の概要
        ・　まず，対象となる土地の価格時点での価格について，取引事例比較法
により近隣地域における４事例を選択し，その取引価格について必要に応じて事情
補正・時点修正を行い，事例地の個別的要因の標準化補正を行った上，地域要因の
比較を行って，標準画地の比準価格を１０万１０００円から１１万８０００円／平
方メートルの間と査定し，標準価格（公示価格）との比準として，Ｉ（県）５－１
より９万９１００円／平方メートルと査定して，これらを比較検討し，標準価格を
１１万００００円／平方メートルと査定した。そして，対象地の個別的要因の格差
率を１００パーセント，敷地面積を公簿に基づき１万２７７０．２６平方メートル
として，価格時点における対象地の更地価格を１４億０４７２万９０００円と査定
した。
          　他方，対象となる建物の価格については，再調達原価を１平方メート
ル当たり１１万０６８４円と査定し，延床面積については１万６９５８．１６平方
メートルと算定してこれを乗じ，総額１８億７７００万００００円と査定した。そ
して，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用して，現価率を４５
パーセントと査定し，減価修正後の価格を８億４４６５万００００円と査定した。
          　上記土地価格と建物価格の合計は２２億４９３７万９０００円である
ところ，対象不動産の一部が第三者に対して賃貸されていることから，総面積中の
原告の既存賃借面積の割合を０．８８７と求め，上記合計価格に同割合を乗じて，
基礎価格を１９億９５１９万９０００円と査定した。
        ・　差額配分法による賃料について
          　対象不動産の総合期待回りを，土地の期待利回り（４パーセント）と
建物の期待利回り（８パーセント）を本件土地と建物の価格で加重平均して５．５
パーセントと算出した。
          　さらに，対象不動産全体の必要諸経費等については，年１億３７７２
万０３１８円と査定し，本件賃貸借契約における賃借部分に関する必要諸経費は賃
借割合に応じて，１億２２１５万８０００円と査定した。
          　そして，基礎価格に総合期待利回りを乗じた額に，必要諸経費等を加
算して，積算賃料を年２億３１８９万３９４５円（月額１９３２万４４９５円）と
査定し，これを正常実質賃料とした。
          　他方，実際支払賃料（年額３億８７４３万３２００円）と，敷金（１
億７６１０万６０００円）の運用益（敷金額に５パーセントを乗じた８８０万５３
００円）を合算すると，年３億９６２３万８５００円となるところ，これと実際支



払賃料との差額賃料（年額でマイナス１億６４３４万４５６０円）について２分の
１法を適用して配分し，この差額を実際実質賃料に加算して，年３億０５２６万０
９２０円（月２５４３万８０００円）円と査定した。
        ・　利回り法による賃料について
          　まず，対象となる土地の平成４年６月時点での価格について，取引事
例比較法により近隣地域における４事例を選択し，その取引価格について必要に応
じて事情補正・時点修正を行い，事例地の個別的要因の標準化補正を行った上，地
域要因の比較を行って，標準画地の比準価格を１９万７０００円から２２万０００
０円／平方メートルの間と査定し，標準価格（公示価格）との比準として，Ｉ
（県）５－１より１８万５０００円／平方メートルと査定して，これらを比較検討
し，標準価格を２０万００００円／平方メートルと査定した。そして，上記・のと
おり，対象地の個別的要因の格差率を１００パーセント，敷地面積を１万２７７
０．２６平方メートルとして，平成４年６月時点における対象地の更地価格を２５
億５４０５万２０００円と査
定した。
          　他方，対象となる建物の価格については，再調達原価を１平方メート
ル当たり１６万９５３５円と査定し，延床面積については・のとおり，１万６９５
８．１６平方メートルと算定してこれを乗じ，総額２８億７５００万００００円と
査定した。そして，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用して，
現価率を７０パーセントと査定し，減価修正後の価格を２０億１２５０万００００
円と査定した。
          　上記土地価格と建物価格の合計は４５億６６５５万２０００円である
ところ，上記・の事情から，総面積中の原告の既存賃借面積の割合を０．８８７と
求め，上記合計価格に同割合を乗じて，基礎価格を４０億５０５３万２０００円と
査定した。
          　以上を前提として，平成４年６月時点の必要諸経費等を１億２５８１
万８０００円と求め，これを上記・で求めた実際実質賃料に敷金運用益を合算した
額（年３億９６２３万８５００円）から減じて，同月当時の純賃料を２億７０４２
万０５００円と査定した。
          　これによると，平成４年６月時点の基礎価格に対する純賃料の割合，
すなわち利回りは６．７パーセントとなる。
          　そして，価格時点における基礎価格（・のとおり，１９億９５１９万
９０００円）に上記継続賃料利回りを乗じ，これに価格時点における必要諸経費等
（・のとおり，１億２２１５万８０００円）を加算した上，敷金運用益を減じて，
利回り法による賃料を年２億４７０３万２０００円（月額２０５８万６０００円）
と査定した。
        ・　スライド法による賃料について
            平成４年６月当時の純賃料（上記・のとおり，年２億７０４２万０５
００円）に，消費者物価指数，国内卸売物価指数，財務省関東財務局甲府財務事務
所調査による「大型小売店舗（スーパー）売上高調」による売場面積当たりの売上
高推移を基に，消費者物価指数及び卸売物価指数を各１５パーセント，売場面積当
たり売上高調べの変動率（平成１０年度と平成４年度を比較したもの）を７０パー
セントとして算出した変動率（マイナス２７．１パーセント）を乗じたものから，
敷金運用益（８８０万５３００円）を減じ，価格時点における必要諸経費等１億２
２１５万８０００円を加算して，年３億１０４８万８０００円（月額２５８７万４
０００円）と査定した。
        ・　賃貸事例比較法による賃料について
          　取引事例比較法により周辺地域における対象不動産と類似の賃貸事例
３事例（いずれも借主は本件原告である。）を選択し，その取引価格について事情
補正・時点修正を行い，個別的要因の標準化補正を行って試算比準賃料を１平方メ
ートル当たり１４５１円から１５１９円と査定し，そのうち，対象不動産と規模を
同じくするショッピングセンターの賃貸事例に準じて，賃貸事例比較法による賃料
を１平方メートル当たり１４５３円とし，本件賃貸借契約における賃借面積（１万
５０１０．００平方メートル）を乗じて月額２１８１万００００円と査定した。
        ・　賃料の決定
          　スライド法及び賃貸事例比較法を重視し，その他の方法については参
考にとどめて，前２者の試算賃料のほぼ中庸値である月額２３８０万００００円と
決定した。



      ウ　そこで，Ｈ鑑定及びＧ鑑定の当否について検討する。
        ・　差額配分法による賃料について
          　原告は，Ｈ鑑定が対象不動産の総合期待利回りを加重平均して求めた
ことについて，周辺の新規賃料事例をも考慮すべきであるのにしていないから，適
正賃料の算出過程に疑問がある旨主張するが，Ｈ鑑定においては，対象不動産周辺
に対象不動産と類似の収益用不動産の取引事例が皆無であったことから，用途を共
同住宅とする収益用不動産３例の取引事例についての取引利回りを参考に，上記手
法によって求めた総合利回りの合理性を検討しているのであるから，原告の疑問は
当たらない。
          　また，原告は，Ｈ鑑定及びＧ鑑定が差額配分法における配分率につい
て２分の１法を採用したことについて，そのような配分率とした理論的根拠が希薄
である旨主張する。
          　しかしながら，差額配分法は，対象不動産の経済価値に即応した適正
な実質賃料又は支払賃料と，実際実質賃料又は実際支払賃料との間に発生している
差額について，契約の内容，契約締結の経緯等を総合的に勘案して，当該差額のう
ち貸主に帰属する部分を適切に判定して得た額を実際実質賃料又は実際支払賃料に
加減して試算賃料を求める手法であり，不動産鑑定評価基準においては，貸主に帰
属する部分につき，一般的要因の分析及び地域要因の分析により差額発生の要因を
広域的に分析し，さらに対象不動産について，契約上の経過期間と残存期間，契約
締結及び現在に至るまでの経緯，貸主又は借主の近隣地域の発展に対する寄与度等
に関する分析を行うことにより判断するものとされているところ，貸主に帰属する
部分は，衡平の観点に
照らして判定すべきであるから，特段の事情が認められない限り，２分の１法を採
用するのが相当である。
          　この点，本件において，上記第２の２の本件賃貸借契約及び本件賃貸
借変更契約の経過に照らしても，貸主に帰属する部分を特に加重又は減軽すべき特
段の事情は認められないから，２分の１法を採用することに問題はないというべき
である。
        ・　利回り法による賃料について
          ・　原告は，Ｈ鑑定が平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前
提として，同地の基礎価格を査定する際に比準に用いたＩ（県）５－１の標準価格
の価格の変動率を求め，価格時点における更地価格を上記変動率で除して，平成４
年６月時点の対象地の基礎価格を１２億９４００万００００円と査定したことにつ
いて，そのような査定方法の妥当性に疑問があり，また，基準地とされた土地が地
積約７４０平方メートルの近隣型小売店舗地であることを理由に，本件のような画
地規模の大きいショッピングセンター用地の土地価格と同様の地価変動の推移をた
どるとは思われない旨主張するので判断する。
            　この点，Ｇ鑑定について見るに，平成４年６月時点の基礎価格を求
めるに当たり，取引事例比較法により近隣地域における４事例を選択した上で，比
準価格を求めていることは上記イ・のとおりであるが，同鑑定においては，対象と
された標準化補正及び地域格差の修正率の根拠の詳細は明らかでなく，個別的要因
の比較についての検証が困難であって，比準価格の妥当性の裏付けが不十分である
と言わざるを得ない。
            　対象地の基礎価格を定めるに当たって，取引事例比較法の前提とな
る過去の一定時点における対象地に類する規模の大規模商業地に関する取引事例の
収集が容易でないことは，Ｇ鑑定において採用された取引事例が地積約３９２平方
メートルから約１６９２平方メートルという規模にとどまる路線商業地域内の事例
であることに照らしても明らかである。
            　他方，Ｈ鑑定が平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前提
として，その価格変動率を参考としたＩ（県）５－１の基準地は，証拠（甲２２の
２，甲２３の３）によれば，本件対象地の近隣地域内にある地積７４４平方メート
ルの土地であり，公法上の規制について，近隣商業地域，建ぺい率８０パーセント
ではあるが，実効容積率が２００パーセントである点及び土地の標準的使用及び最
有効利用が商業地である点で本件対象地と共通しており，同地が近隣型小売店舗地
であるとしても，その価格変動率を参考としたことに合理性がないとは言えない。
          ・　これに対し，原告は，Ｉ（県）７－１を基準地とすべきであり，そ
の価格変動率に準じて，４０パーセントの下落が相当である旨主張する。
            　証拠（甲２４の１・２）及び弁論の全趣旨によれば，同地は準工業



地域であり，実際には，山梨県内でも最大規模の各種卸売業等が集合する流通業務
団地内に存在する事務用品卸売業の事務所所在地であることが認められる。
            　しかしながら，証拠（甲２０，Ｈ鑑定）によれば，本件対象地の前
面道路が主要幹線道路に接続しており，その主要幹線道路沿いにファミリーレスト
ラン等の飲食店や小売店舗が建ち並び，交通量も多く，自動車利用客の誘引を期待
できる地域であって，周辺町村を商業背後地とする県内有数の商業ゾーンを形成し
ていること，県内随一の大規模分譲住宅団地であるＫ内に位置するという利便性を
有することが認められるのであって，これらの事実にかんがみると，本件対象地の
ような大規模商業施設として利用されている土地が，上記Ｉ（県）７－１と同様の
価格変動をたどるとは解しがたく，むしろ，本件対象地の価格の変動は近隣型小売
店舗地に準じて考えるのが相当である。
          ・　また，原告は，Ｈ鑑定が継続賃料利回りについて，価格時点までに
基礎価格が大幅に下落しているものの，賃料については保守性・遅行性という特徴
があるとして，６．８パーセントから９パーセントへと補正したことが不当である
とする。しかしながら，もともと賃料の利回りは地価の動向と同一の方向にあるも
のではないし，賃料についての合意時点がバブル期である場合には，基礎価格が高
いことから，継続賃料利回りが低く求められており，必ずしも適正な利回りである
ということはできない上，地価公示価格で土地の収益価格を求める還元利回りにつ
いて見ても，地価が下がるにつれて上昇する傾向があるから，Ｈ鑑定における上記
補正が合理性を欠くとは言えない。
        ・　スライド法による賃料について
          　原告は，本件対象不動産のような大型小売店舗については，その特殊
性にかんがみ，大型小売店舗の収益性を考慮した評価手法を採用すべきであるとし
て，Ｇ鑑定における財務省関東財務局甲府財務事務所調査による「大型小売店舗
（スーパー）売上高調」の推移を採用することが相当である旨主張する。
          　しかしながら，スライド法とは，現行賃料を定めた時点における純賃
料に変動率を乗じて得た額に，価格時点における必要諸経費等を加算して試算賃料
を求める手法であるところ，その変動率は，現行賃料を定めた時点から価格時点ま
での間における経済情勢等の変化に即応する変動率を表すものであり，不動産鑑定
評価基準においては，土地及び建物価格の変動，物価変動，所得水準の変動等を示
す各種指数を総合的に勘案して求めるものとされており，家賃指数，市街地価格指
数，消費者物価指数，卸売物価指数，賃金指数，ＧＮＰ等を基に判断すべきものと
されている。
          　これらの指数は，対象不動産の所在地や利用状況等の個別的な事情に
よって左右されるものではなく，社会一般の経済状況に対応して変動するものであ
るのに対し，Ｇ鑑定が採用した上記「大型小売店舗（スーパー）売上高調」の推移
は，対象不動産の個別的な事情のみならず，個別の小売店舗の営業努力に起因する
要素も少なくないものであることを考慮すると，これをスライド法における変動率
査定の主要な要素とすることには問題があると言わざるを得ない。
        ・　賃貸事例比較法の不採用について
          　原告は，Ｈ鑑定が対象不動産と類似の大規模店舗の一括賃貸事例を収
集することができなかったとして，賃貸事例比較法を不採用としたことは合理性が
ない旨主張する。
          　しかしながら，Ｇ鑑定が，取引事例比較法により周辺地域における対
象不動産と類似の賃貸事例として採用した３事例はいずれも借主が本件原告である
ため，これらの事例について規範性を認めることは相当でない。そして，上記３事
例以外に本件対象不動産と類似の賃貸事例を認めることはできないことはＧ鑑定に
照らしても明らかであって，本件において，賃貸事例比較法を採用すべきである旨
の原告の主張は失当である。
        ・　以上によれば，Ｈ鑑定における鑑定手法については不動産鑑定評価基
準に照らし，その算定の過程について合理性を認めることができるのに対し，Ｇ鑑
定については上記・ないし・において指摘したとおり，その鑑定手法に疑問の余地
があるため，同鑑定の結果を採用することはできない。
      エ　以上を前提に，本件賃貸借契約における賃借部分（１万５０１０．００
平方メートル）に関する価格時点の適正賃料額について判断する。
        　Ｈ鑑定においては，ア・のとおり，スライド法における賃料を重視し，
その他の方法による賃料を比較考量して，月額２８５０万００００円と査定し，こ
こから敷金運用益を控除して，月額２８１０万００００円と決定している。Ｈ鑑定



は，対象不動産と類似した新規賃貸事例との比較を行わず，積算賃料のみで正常実
質賃料を決定したことを理由に，差額配分法はやや規範性に欠け，継続賃料利回り
の把握には限界があるとして，利回り法についてもやや規範性に欠けるとし，スラ
イド法における賃料にもっとも合理性があるとし，各比重を明らかにしないまま，
上記結論を導いた。
        　そこで，各方法による試算賃料についての比重について検討するに，差
額配分法における積算賃料については，ア・のとおり，対象不動産周辺の用途を共
同住宅とする収益用不動産の取引事例についての取引利回りを算出し，総合期待利
回りについて合理性があることを検証しているのであるから，差額配分法における
賃料については比重を３とするのが相当である。また，利回り法における継続利回
り賃料については，Ｈ鑑定も指摘するとおり，現行賃料を定めたのがバブル崩壊後
の地価下落期に当たる平成４年６月であることに照らすと，当時の純賃料利回りが
必ずしも適正な利回りであるということはできないことに照らすと，その比重を２
とするのが相当である。これに対し，スライド法における賃料については，上記の
ような問題は認められ
ないので，その比重を５とするのが相当である。
        　以上によれば，実質賃料を月額２８４２万００００円と認め，ここから
敷金運用益（月額４４万円）を控除して，適正賃料額を２７９８万００００円とす
るのが相当である。
        　これに，追加賃借部分の賃料（月額９２万８０００円）を合計すると，
本件賃貸借変更契約における適正賃料額は２８９０万８０００円となる。
第４　結論
　　よって，原告の請求は，原告と被告との間の本件増築後建物の賃貸借契約にか
かる賃料は，平成１１年８月１日以降月額２８９０万８０００円（消費税別）であ
るとの確認を求める限度で理由があるが，その余については理由がないので，棄却
することとし，訴訟費用の負担について，民事訴訟法６４条本文を適用して，主文
のとおり判決する。
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